
建設工事の競争入札参加資格者（令和 5･6 年度分）申請要項 
 

湖西市が発注する建設工事の競争入札に参加するには、入札参加の資格審査を受け、競

争入札参加資格者名簿に登録されることが必要となります。 

競争入札参加資格者の資格審査を希望される方は、この要項に基づき、資格審査申請書

類を提出してください。 

 

１．申請者の要件 

資格審査を希望される方は、次の要件を全て満たしていることが必要です。 

（１）申請日時点において建設業許可を取得して 2年以上が経過していること 

（２）競争入札に参加を希望する業種について、次に掲げる条件を全て満たしていること 

① 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 3条に基づく許可を受けていること 

② 建設業法に規定する経営事項の審査を受けており、総合評定値（Ｐ値）を取得して

いること 

（３）湖西市暴力団排除条例（平成 25 年湖西市条例第 34 号）に規定する暴力団員等及び

暴力団員等と密接な交際等を有する者に該当しないこと 

（４）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項（同令第 167 条の

11第 1項において準用する場合を含む。）に該当しないこと 

（５）湖西市税並びに法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと 

（６）雇用する労働者が雇用保険の被保険者となったこと並びに健康保険及び厚生年金保

険の適用事業所となったことについて関係機関に届出を行っていること（ただし、届

出を行う義務のない方を除く。） 

（７）事業協同組合（中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 181号）に基づいて設立さ

れたもの。）にあっては、（１）から（６）までの要件を具備しているほか、経済産業

局長が行う官公需の受注に係る適格組合証明又は継続官公需適格組合証明を受けてい

ること 

（８）共同企業体にあっては、湖西市経常建設工事共同企業体取扱要綱（平成 17年湖西市

告示第 5号）に規定する要件を満たすこと 

 

２．登録有効期間 

（１）有効期間 

令和 5年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月 31日 

（２）認定予定日 

令和 5年 3月 31日 

 

３．受付期間 

（１）定期審査の受付 

令和 4年 12月 12日（月）～ 令和 5年 1月 20日（金） 



※ 土曜日、日曜日、祝日を除く。 

※ 令和 4年 12月 29日 ～ 令和 5年 1月 3日を除く。 

※ 令和 5年 1月 20日（金）17：00必着 

（２）次回の追加審査の受付 

令和 5年 12月以降に実施予定 

※ 登録有効期間：令和 6年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月 31日 

（３）随時審査 

  実施予定なし 

 

４．申請の方法 

（１）郵送による提出 

（２）郵送に関する注意事項 

書留や特定記録郵便、レターパックなどの配達記録の残るものに限ります。 

（申請書類は郵便法上の信書に該当します。） 

（３）提出先 

〒４３１－０４９２ 

静岡県湖西市吉美３２６８番地 

湖西市役所 総務部 契約検査室 契約検査係 

 

５．申請書類 

（１）申請書様式の取得方法 

湖西市ウェブサイトよりダウンロードしてください。 

ＵＲＬ： https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/keiyakukensashitsu

/gyomuannai/2/1/5/12357.html 

（２）綴込方法 

緑色のＡ４紙ファイルへ提出書類チェック票の番号順に綴って提出してください。 

※ ファイルの表紙と背表紙には、「資格審査申請書（建設工事）」と「商号」（準市

内業者にあっては、営業所名を含む。）を記載してください。 

 

６．審査結果 

（１）審査結果 

結果通知は行いません。疑義等がある場合は、調査の連絡をいたします。なお、認定

予定日までに連絡がなければ競争入札参加資格者として、認定されたものとします。 

（２）競争入札参加資格者名簿 

認定予定日を目処に、湖西市ウェブサイトに名簿を掲載します。 

 

７．注意事項 

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/keiyakukensashitsu/gyomuannai/2/1/5/12357.html
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/keiyakukensashitsu/gyomuannai/2/1/5/12357.html


（１）申請書類に不備（軽微なものを除く。）があるものは受付できません。 

（２）複数の業種を希望する場合であっても、湖西市と契約締結する事務所（以下「契約

事業所」という。）は、主たる営業所を含めてどこか 1つの営業所で申請してください。

ただし、建設業関連業務の契約事業所とは、同一の事務所である必要はありません。 

（３）1者につき、1申請のみです。（ただし、共同企業体を除く。） 

（４）受付票の控えの返送を希望される場合は、返信用封筒（長 3サイズに 84円切手を貼

ったもの）を申請書類に同封してください。 


